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病院前外傷研修会「JPTECコース」の開催について（案内）


初春の候、平素は山梨外傷研究会の活動に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます
これまでの外傷に関する研究から、傷病者が死に至るまでの経緯や病態が解明されており、容態の悪化を防ぐための救護法が適切に施されなかった場合には防ぎえる外傷死（Preventable Trauma Death：PTD）に陥ることが指摘されています。さらに、重症外傷傷病者に対して早期に救命のための処置治療を行う必要があることから、救急隊には限りある時間のなかで的確かつ迅速な活動が求められていることが明らかになりました。これらの概念に基づいてJapan Prehospital Trauma Evaluation and Care（JPTEC：ジェイピーテック）が生まれました。JPTECは、我が国のすべての病院前救護にかかわる人々が習得すべき知識と体得すべき技能が盛り込まれた活動指針です。生涯教育のプログラムとして活用できる内容として構成されています。現場から病院までの一連の過程、あるいはメディカルコントロール体制下で、関係するすべての職種が一貫した認識に基づいて職務を全うすることが理想です。このことから、JPTEC協議会ならびに指定地域組織は、地域における救急医療の円滑な連携とその普及を図ることを目的として活動しています。
山梨県では、平成15年より全県一区でのMC（メディカルコントロール）体制のもと県内10消防本部53隊の救急隊が活動をしており、外傷プロトコールはJPTECに準じた内容で活動を行っています。県内救急隊に1名以上のJPTECプロバイダー有資格者の同乗として救急隊への教育が行われ、病院前の外傷患者の対応を行っています。

平成28年7月から新しいJPTECコースが開始になり、従来の「JPTECプロバイダーコース」約6時間も一部改訂されました。また、救急を専門としていない医師、研修医、看護師など院内の職種を対象とした「JPTECミニコース」約3時間30分（e-learning適応）及び、外傷傷病者に遭遇する可能性のある非医療従事者を対象として傷病者発見（事故等の覚知）から救急隊等に引き継ぐまでの対応をJPTECの概念に基づいて学ぶ、「JPTECファーストレスポンダーコース」約2時間30分のコースも新設されました。

事前学習e-learningについては、別紙1参照。
JPTECコース受講条件は別紙2参照。
詳細は、ＪＰＴＥＣ協議会Webからご確認できます。
http://www.jptec.jp/



この度、下記の通り山梨外傷研究会主催にてJPTECコースの開催を予定しています。 
コースに関するお問い合わせ及び受講申し込みは、各コース運営担当までご連絡をお願いいたします。
貴所属職員の研修会受講につきましてご検討していただき、また、本研修会開催に伴う指導者（JPTEC インストラクター）の派遣及びタスク（JPTECプロバイダー）の運営協力につきまして、特段の御配慮をしていただきますようお願い申し上げます。 
記
第６１回山梨JPTECプロバイダーコース（e-learning適応）
開催日；令和８年５月３１日（土）8：30～18：00
会　場；山梨県立中央病院
定　員；24名
　　　受講料：7,000円（認定料昼食込）
　　　テキスト；改訂第2版JPTECガイドブック（3,500円税別）は、各自で購入
　　　
    コース運営担当；富士五湖消防本部　勝俣　裕太（katu_yuta9@yahoo.co.jp）

別紙1
JPTEC事前学習用　e-learningについて

JPTECコースでe-laerning適応コース受講をする場合は、受講前に必ずe-learningを実施して、「e-learning修了証」をコース担当に提出ｊしてください。
	JPTEC協議会のホームページの入口で、ログインIDとパスワードを自分で設定します。そしてそのログインIDは6ヶ月間有効です。1日で修了できなくても、6ヶ月間、同じIDを使用することができるようになります。もし、6ヶ月の間に修了できなかったら、もうe-learningはできないのか？というと、そういうわけではなく、同じIDを使用することはできませんが、新たなIDを設定すれば、新たにe-learningを開始することはできます。内容ですが、講義、デモ、観察要領、スキル実施要領など、今までコースで教えていた内容を映像で視聴できるようにしています。もちろん、解説やナレーション、テロップ等で、わかりやすく提示することも検討しています。全てのコンテンツを見終わりますと、PDFで修了証が発行され、修了日より6ヶ月間有効としています。
受講者がe-learningを終了後、6ヶ月以内にコースを受講するときに、その修了証を持参してe-learningを修了したことを証明します。
入り口　 　：JPTEC協議会ホームページ
ログイン　：ログインIDとパスワードを設定
ログインID：6ヶ月間有効。6ヶ月後、新規設定可能
コンテンツ：講義、デモ、観察要領・スキル実施要領
修了証 　：受講に必要な全てのコンテンツを修了するとPDFで修了証が発行される。修了日より6ヶ月間有効



＜事前学習e-learning利⽤者登録＞
1 e-learning のURL は https://www.jptec.jp/elearn/smart.jsp です。 初回はログインID を収得するため、①をクリックし、画⾯に従ってメールアドレスを⼊⼒します。
2 e-learning システムからメールが、先に⼊⼒したメールアドレス宛てに送信されます。 メールに記載されたURL にアクセスし、必要事項を⼊⼒します。
次回以降のログインは、②をクリックします。
＜利⽤⽅法＞
ログイン後は、「学習」ボタンをクリックしてe-learning を開始します。



別紙2
プロバイダーコースの内容と到達目標
プロバイダーコースの到達目標は、病院前救急医療の現場におけるロード＆ゴーの概念を理解し、各段階において必要とされる観察・処置を見落としなく迅速に実施できるようになることです。コースは、座学、実技、実技達成度評価および筆記試験で構成されます。
具体的には、本コースを受講することにより、我が国における外傷死亡の実態や外傷診療システム、防ぎえた外傷死（Preventable Trauma Death：PTD）の概念、ロード＆ゴーの概念を理解し、外傷現場において適切かつ迅速な観察、ロード＆ゴー適応の判断、生命危機に関わる外傷の処置を正しく実施できるようになること、さらに傷病者の重症度と緊急度の違いを理解し、傷病者に応じた観察・処置と医療機関の選定、適切かつ迅速な搬送ができるようになることを目指します。 
プロバイダーコースの受講資格
１．消防吏員
２．消防吏員以外の救急救命士
３．医師
４．歯科医師（救命救急センター又は救急病院の救急部門に属する者に限る。）
５．看護師及び准看護師
６．診療放射線技師、臨床検査技師及び薬剤師で、災害医療派遣業務に従事するもの
７．警察官、海上保安官及び陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の自衛官で救急業務、救助業務又は災害医療派遣業務に従事するもの
８．救急救命士法第34 条第１号から第３号までの規定に基づき救急救命士の受験資格を得ることができる学校若しくは救急救命士養成所、大学医学部又は看護学部及び看護学校（准看護学校を含む）の学生又は生徒で最終学年に属しているもの
試験について
プロバイダーコースでは、筆記試験があります。
75％以上の正解でプロバイダー認定基準を満たします。
事前勉強の際には「JPTECガイドブック」及び各コースの運営部から届く、「プレテスト」に必ず目を通しておいて下さい。 
また、実技試験はありませんが、実技達成度評価というスキルのチェックをコース中に行います。
各スキルはコース中に出来るようになります（それがコースの到達目標です）のでご安心ください。
☆JPTECインストラクターを目指している方は、プロバイダーコースを受講して認定基準を満たす（プロバイダー）が条件

